
JP 4969114 B2 2012.7.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芝生フィールドを備えた陸上競技場、サッカー競技場又はラグビー競技場において一時
的に芝生面を覆い養生するための養生敷設材であって、
　前記養生敷設材は、表面板の裏面に複数のセルを形成するように縦方向及び横方向に格
子状に起立したリブが設置されるとともに、前記セル内に外気を侵入させるために前記リ
ブの一部を切り欠いて通気路が形成されており、前記セルの大部分又は全部に、芝生面に
光を照射するための発光ダイオードからなる発光器具を設置したことを特徴とする芝生面
の養生敷設材。
【請求項２】
　前記発光ダイオードは、赤色光を主成分とする光質であることを特徴とする請求項１記
載の芝生面の養生敷設材。
【請求項３】
　前記養生敷設材は光透過性部材により構成してある請求項１、２いずれかに記載の芝生
面の養生敷設材。
【請求項４】
　前記養生敷設材は光透過性部材により構成され、芝生面に多数敷設された状態で前記発
光器具群の内、一部の発光器具群による透過光によって前記養生敷設材の表面側に誘導目
印を表示してある請求項１、２いずれかに記載の芝生面の養生敷設材。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大型陸上競技場やサッカースタジアムなどの、芝生面を養生するための養生
敷設材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　陸上競技場や、サッカー、ラグビーの競技場など、芝生フィールドを備えた競技スタジ
アムは、競技以外の用途として、大規模なコンサートなどのイベント会場としても使用さ
れ、前記芝生フィールド部にステージや客席などを設けることがある。
【０００３】
　このような競技スタジアムでのイベント開催時には、通常、前記芝生フィールド部に、
芝生を痛めずに養生が可能なように養生敷設材が敷設され、その上に前記ステージや客席
が設けられる。前記養生敷設材としては、下記特許文献１に記載されるものが多く使用さ
れている。この養生敷設材は、一人以上の人間を前記運動場の一部分の上方に支持するこ
とのできる表面にして、養生敷設材に覆われた植物に空気を送るための複数の孔を有し、
該孔が、全ての形式の履物が橋絡する寸法とされた表面と、該養生敷材を運動場に位置付
けするための位置付け手段にして、表面と運動場との間に自由空間を創出する形状を有し
、下方に伸延する部材と、該下方に伸延する部材から横断方向に伸延し、該下方に伸延す
る部材に加わる負荷を分散させ得る脚部とを含む位置付け手段と、を含み、前記養生敷設
材が、該敷設材により覆われる部分の植物が成長できるようにするために光を通す部材に
より構成されているものである。
【特許文献１】特許第３０７１８２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１記載の発明では、光透過性の養生敷設材を用いることに
より、覆われる部分の植物が成長できるように図っているが、養生敷設材の上にステージ
やゴムシートなどが設けられる部分では、太陽光が完全に遮断され、芝生の光合成ができ
なくなるため、芝生の日照不足による黄化や枯れの問題が生じていた。この対策としては
、専らイベント開催直前に養生敷設材を敷設し太陽光が遮断される期間をできる限り短く
するようにしているが、養生敷設材の設置および撤去作業は、人手による作業であるため
短期間に莫大な人工を要するなどの問題があった。
【０００５】
　そこで本発明の主たる課題は、太陽光が遮断されても芝生の黄化や枯れを低減すること
により、撤去後に早期回復を可能とするとともに、養生敷設材の敷設または撤去の作業が
十分な時間的余裕を持って行うことができるようになる等の利点を備えた芝生面の養生敷
設材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、芝生フィールドを備えた陸上
競技場、サッカー競技場又はラグビー競技場において一時的に芝生面を覆い養生するため
の養生敷設材であって、
　前記養生敷設材は、表面板の裏面に複数のセルを形成するように縦方向及び横方向に格
子状に起立したリブが設置されるとともに、前記セル内に外気を侵入させるために前記リ
ブの一部を切り欠いて通気路が形成されており、前記セルの大部分又は全部に、芝生面に
光を照射するための発光ダイオードからなる発光器具を設置したことを特徴とする芝生面
の養生敷設材が提供される。
【０００７】
　上記請求項１記載の本発明においては、養生敷設材は、表面板の裏面に複数のセルを形
成するように縦方向及び横方向に格子状に起立したリブが設置されるとともに、前記セル
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内に外気を侵入させるために前記リブの一部を切り欠いて通気路が形成されており、前記
セルの大部分又は全部に、芝生面に光を照射するための発光ダイオードからなる発光器具
を設置してある。従って、前記発光器具により芝生に光を投射することにより、太陽光が
遮断されても、芝生の生育を維持することができ、芝生の黄化や枯れを低減することが可
能となる。さらに、芝生の生育を維持することができるので、従来の養生敷設材のように
イベント開催直前または直後に短期間で敷設または撤去の作業を行う必要がなくなり、十
分な時間的余裕を持って作業を行うことが可能となる。
【０００８】
　前記養生敷設材は、表面板の裏面側に複数のセルを区画するように起立したリブが格子
状に設置され、前記セルの大部分又は全部に前記発光器具が設置されている。基本的に各
セルに対して発光器具を配設することにより、セル毎に均質な光を照射することが可能と
なり、芝生の黄化や枯れを低減することができるようになる。
【０００９】
　また、前記発光器具として発光ダイオードを使用しているため、サイズが小さくて済み
、養生敷設材の裏面側の狭空間に容易に設置することが可能となる。また、芝生養生時に
芝生への熱影響を低減することができる。
【００１０】
　請求項２に係る本発明として、前記発光ダイオードは、赤色光を主成分とする光質であ
ることを特徴とする請求項１記載の芝生面の養生敷設材が提供される。
【００１１】
　上記請求項２記載の本発明においては、前記発光器具として、特に赤色光の発光ダイオ
ードを使用することにより、芝生の育成維持の効果がより高度に発揮されるようになる。
【００１２】
　請求項３に係る本発明として、前記養生敷設材は光透過性部材により構成してある請求
項１、２いずれかに記載の芝生面の養生敷設材が提供される。
【００１３】
　上記請求項３記載の発明では、養生敷設材を光透過性部材により構成することにより、
イベント時の照明効果として利用することができる。
【００１４】
　請求項４に係る本発明として、前記養生敷設材は光透過性部材により構成され、芝生面
に多数敷設された状態で前記発光器具群の内、一部の発光器具群による透過光によって前
記養生敷設材の表面側に誘導目印を表示してある請求項１、２いずれかに記載の芝生面の
養生敷設材が提供される。
【００１５】
　上記請求項４記載の発明は、養生敷設材の裏面側に多数設置された発光器具の内の一部
を夜間イベント時の誘導目印の表示光として利用するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　以上詳説のとおり本発明によれば、太陽光が遮断されても芝生の黄化や枯れを低減する
ことにより、撤去後に早期回復を可能とするとともに、養生敷設材の敷設または撤去の作
業が十分な時間的余裕を持って行うことができるようになる等の利点を有するものとなる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００１８】
　図１は本発明に係る養生敷設材１、１…の設置状態を示す競技場平面図である。図２は
本発明に係る養生敷設材１を示す、(A)は平面図、(B)は右側面図、(C)は正面図である。
図３は養生敷設材１の底面図、図４は図３のIV－IV線断面図、図５は図３のＶ拡大図であ
る。
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【００１９】
　例えば芝生フィールド部Ｆを有する競技スタジアムにおいて大規模なコンサートなどの
イベントを開催する際、前記芝生フィールド部Ｆのほぼ全面又はイベント使用部分の全面
に亘って敷設される養生敷設材の内、一般部分（客席ＳＥ部分等）には養生敷設材を敷設
し、特にステージＳＴやゴムマットが敷かれるなど太陽光が完全に遮断される部分に対し
て、本発明に係る養生敷設材１が好適に使用される。なお、芝生養生面の全面に対して、
本発明に係る養生敷設材１を敷設することも可能であるが、多数の発光器具を備えること
により養生敷設材１枚当たりの単価が高くなるため、現実的には一般的に使用されている
養生敷設材との併用が望ましい。
【００２０】
　前記養生敷設材１は、図３～図５に示されるように、芝生面を覆う養生敷設材本体２の
裏面側に、前記芝生面に光を照射するために多数の発光器具３、３…及び所要数の電源ユ
ニット４、４…を備えたもので、芝生に当たる太陽光が遮断または減少されても、前記発
光器具３で光を照射することにより、芝生の生育を維持しようとするものである。
【００２１】
　前記養生敷設材本体２は、光透過性樹脂からなる約１ｍ×１ｍ程度の大きさの方形成形
版であり、設置状態で芝生との間に空間が形成されるようになっている。図示の例では、
表面板５の裏面に、複数のセル６、６…を形成するように縦方向及び横方向に格子状に起
立したリブ７、７…が設置され、設置状態で芝生との間にセル状の空間が多数形成される
ようになっている。また、これらリブ７、７…の交点部には、芝生フィールド部Ｆに荷重
を分散させるように、円形の脚板８、８…が所定箇所に設けられている。前記表面板５は
、太陽光を透過できるように透光性の素材とすることが好ましいが、場合によっては非透
光性のものでもよい。
【００２２】
　一方、前記表面板５の上面には多数の小溝が形成され、スリップ止めが成されている。
また、特に夏季には養生敷設材の内部が高温多湿となり、芝生の生育に悪影響を与えるた
め、図２に示されるように、セル６、６…内に外気を侵入させるため、リブ７の一部を切
り欠いて通気路７ａ、７ａ…が形成されている。この通気路７ａ、７ａ…により、外気が
養生敷設材１の内部を通り抜けることができ、温度、湿度の安定化が図れるようになる。
【００２３】
　前述の各セル６、６…の大部分には、発光器具３、３…が設けられ、残りのセル６、６
…には前記発光器具３，３…へ電源を供給するための電源ユニット４，４…が配設されて
いる。前記電源ユニット４は、一つの電源ユニット４で所定数量の発光器具３，３…へ電
源を供給できるようになっている。前記発光器具３は、養生敷設材１を芝生フィールド部
Ｆへ設置したとき、遮断または減少された太陽光の代わりとして、芝生の生育維持を図る
ために光を照射するものである。前述のように複数のセル６…に区切って、各セルに発光
器具３を配設することにより、セル毎に均質な光を照射することが可能となり、芝生の黄
化や枯れを低減することができるようになる。
【００２４】
　前記発光器具３には、白熱電球、蛍光灯、発光ダイオード（以下「ＬＥＤ」という）な
ど種々の発光体を使用できるが、芝生への熱影響、セル６内の温度上昇の防止、ランニン
グコストの低減、光色の種類などの観点から、ＬＥＤを使用することが好ましい。さらに
、植物の生長に対する光の作用が、光色（光の波長）に影響し、特に赤色光（約６００～
７００ｎｍの波長）が、植物の光合成作用に最も有効な波長域であることが分かっている
ため、発光器具３としては赤色光ＬＥＤを好適に使用することができる。また、実験の結
果、同一条件において、赤色ＬＥＤの照度は、白色ＬＥＤの照度よりも明るくできるため
、赤色ＬＥＤを使用することにより、消費電力が低減できる効果もある。
【００２５】
　前記電源ユニット４は、防雨型とするのが望ましく、かつ養生敷設材１の設置や撤去作
業時のハンドリング性を考慮し、養生敷設材１毎に電源を供給できるように必要数だけ設
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【００２６】
　前記養生敷設材１を芝生面に敷設することにより芝生に太陽光が当たらなくても、発光
器具３、３…で芝生に光を照射することにより、芝生の生育を維持することが可能となり
、それに伴い芝生の黄化や枯れを抑制することができるようになる。さらに、芝生の黄化
や枯れが起こりにくいため、従来の養生敷設材のようにイベント開催直前または直後に短
期間で敷設または撤去の作業を行う必要がなくなり、十分な時間的余裕を持って作業を行
うことが可能となる。
【００２７】
〔他の形態例〕
(1)前記養生敷設材１は、少なくとも表面板５を光透過性とすることにより、イベント時
の照明効果として利用することができる。
(2)前記養生敷設材１は、少なくとも表面板５を光透過性とし、芝生面に多数設置された
状態で、前記発光器具群３，３…の内、一部の発光器具群による透過光によって前記養生
敷設材１の表面側に誘導目印を表示することができる。前記誘導目印としては、例えば各
ブロック毎に客席の間の通路部分に他から区別される彩色光で矢印形状の誘導表示、客席
番号表示、避難通路の案内表示等を挙げることができる。
【実施例】
【００２８】
　本実施例では、陸上競技場において敷設実験を行い、発光器具３による光照射の効果を
観察した。図６に示されるように、芝生面を４区画に区画割りし、区画Ａには光透過性の
養生敷設材１のみを設置し、区画Ｂには多数の白色ＬＥＤを取り付けた養生敷設材１を設
置した後、その上面に遮光カバーを敷設し、区画Ｃには多数の赤色ＬＥＤを取り付けた養
生敷設材１を設置した後、その上面に遮光カバーを敷設し、区画Ｄには養生敷設材１を設
置した後、その上面に遮光カバーを敷設した。
【００２９】
　そして、３日間放置した後、養生敷設材を撤去直後の状態を図７に示し、それから３日
経過後の状態を図８に示し、下表１にその時の性状をまとめた。
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【表１】

【００３０】
　以上の結果より、本発明の養生敷設材１において、太陽光が完全に遮断された状態であ
っても、発光器具３、３…で光を照射することにより、芝生の生育が維持でき、撤去後に
芝生の黄化をかなり抑制できることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る養生敷設材１、１…の設置状態を示す競技場平面図である。
【図２】本発明に係る養生敷設材１を示す、(A)は平面図、(B)は右側面図、(C)は正面図
である。
【図３】養生敷設材１の底面図である。
【図４】図３のIV－IV線断面図である。
【図５】図３のＶ拡大図で、(A)は底面図、(B)は右断面図、(C)は下断面図である。
【図６】実施例における実験要領図である。
【図７】養生板の撤去時の状態を示す図（写真）である。
【図８】養生板の撤去３日後の状態を示す図（写真）である。
【符号の説明】
【００３２】
　１…養生敷設材、２…養生敷設材本体、３…発光器具、４…電源ユニット、５…表面板
、６…セル、７…リブ、８…脚板



(7) JP 4969114 B2 2012.7.4

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(8) JP 4969114 B2 2012.7.4

【図６】

【図７】



(9) JP 4969114 B2 2012.7.4

【図８】



(10) JP 4969114 B2 2012.7.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  谷　智幸
            東京都中央区日本橋２丁目３番４号　アルインコ株式会社内
(72)発明者  柴田　智之
            神奈川県横浜市港北区小机町３３００　財団法人横浜市スポーツ振興事業団内
(72)発明者  山口　義彦
            神奈川県横浜市港北区小机町３３００　財団法人横浜市スポーツ振興事業団内

    審査官  小山　清二

(56)参考文献  特開２００２－３５４９３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－３２７２２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０４９８０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３１２４４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２１１０５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１４０８１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３０７１８２１（ＪＰ，Ｂ２）　　
              実開平０５－０７１２２４（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０１Ｃ　　　９／０８　　　　
              Ａ０１Ｇ　　　７／００　　　　
              Ａ０１Ｇ　　１３／００　　　　
              Ａ６３Ｃ　　１９／１０　　　　
              Ｅ０１Ｃ　　２３／０３　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

